
 

盛岡市上下水道局ホームページ制作、保守管理及び広報紙制作等業務委託に係る 

公募型プロポーザル審査要領 

 

                     令和８年４月13日 盛岡市上下水道事業管理者決裁  

（目的） 

第１ 本要領は、盛岡市上下水道局ホームページ制作、保守管理及び広報紙制作等業務委託に係る

公募型プロポーザルに応募のあった企画提案に係る評価方法及び優秀提案者（受注候補者）の選

定方法について定めるものである。 

 

（審査会） 

第２ 受注候補者の選考は、次に掲げる審査員によって構成する審査会が行う。また、経営企画課

を事務局とする。 

(1) 盛岡市上下水道局 上下水道部長 

(2) 盛岡市上下水道局 上下水道部次長 

(3) 盛岡市上下水道局 上下水道部 経営企画課長 

(4) 盛岡市上下水道局 上下水道部長が指名する者 

 

（参加資格審査） 

第３ 参加申込書類による参加資格審査は、事務局が実施する。 

 

（審査の方法） 

第４ 提出された参加申込書類、企画提案書類、プレゼンテーション内容から審査する。３者を超

える企画提案があったときは、参加申込書類審査（一次評価）及び企画提案書類審査（二次評

価）による一次審査（書類審査）を実施し、評価点の高い上位３者を二次審査（プレゼンテーシ

ョン審査）の対象とする。 

なお、企画提案者が３者以下の場合、一次審査は実施せず参加資格を有する全ての企画提案者

を二次審査対象とする。 

 

（審査基準） 

第５ 審査基準は、別表のとおりとする。 

 (1) 一次審査（書類審査） 

評価区分 評価項目 評価基準 

参加申込書類審査 

（一次評価） 

参加申込書類 

一式 

指定様式の記載内容を中心に、応募者の資格有無を審査す

る。 
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企画提案書類審査  

（二次評価） 

企画提案書類 

一式 

業務内容を十分把握した上で有効な提案を行っているか等

について評価する。 

・実績 

・実施体制 

・実施計画 

・保守、サポート体制 

・ウェブサイト構築システムの提案 

・保守、サポート体制及び内容 

・広報紙「みずの輪」の提案 

・動画制作業務の提案 

・追加提案事項 

見積書 業務コストの妥当性を評価する。 

機能要件 機能要件一覧に対して充足度を評価する。 

 (2) 二次審査（プレゼンテーション審査） 

審査区分 評価基準 

プレゼンテーショ

ン審査 

（全体評価） 

企画提案書全般の評価を行う。プレゼンテーション及びデモンストレー

ションを通して内容等を評価する。 

 

（選定の方法） 

第６ 審査の総合評価点が最も高い事業者を受注候補者として選定するものとする。ただし、いず

れの応募者も満点の合計数の 100分の60に満たない場合は、受注候補者として選定しないものと

する。総合評価点が最も高い者が２者以上あった場合は、審査会の委員の協議で決定する。 


